[bookmark: _GoBack]第4号様式
無線点検表
	免許人
	
	局名
	
	免許番号
	

	点検年月日
	年　　月　　日
	管理者検閲印
	
	点検者名
	

	1　業務関係
⑴　無線局の管理

	点検項目
	点検
	適否又は有無
	備考

	
	年
	月日
	
	

	取扱者等に対する研修の有無
（規程第15条）
	
	
	
	

	⑵　無線従事者

	ア　選任している無線従事者数
（法第39条、規程第6条）
	
	
	
	

	イ　無線局を管理運営する部に所属している無線従事者数（規程第6条）
	
	
	
	

	ウ　無線従事者選解任届提出の有無
（法第51条、施則第36条、規程第9条）
	
	
	
	

	エ　免許人の職員以外の職員を無線従事者としている場合、免許人との関係、明確の有無
	
	
	
	

	⑶　備付け業務書類等

	ア　電波法令集（陸上移動業務の無線局は認定された抄録で可）の備付けの有無及び現行の適否（法第60条、施則第38条、第4項、規程第9条）
	
	
	
	

	イ　免許状の備付け有無及び掲示の適否（法第60条、施則第38条、第1項、第2項、規程第9条）
	
	
	
	




	ウ　免許証票の備付けの有無（施則第38条、第3項）
	
	
	
	

	エ　陸上移動局の送信機に呼出名称表示の有無
	
	
	
	

	オ　無線検査簿の備付けの有無及び前回検査時に指示又は指導された事項について措置の適否（法第60条、施則第39条、第1項、第3項、第5項、規程第9条）
	
	
	
	

	カ　無線業務日誌の備付けの有無及び記載方法の適否（法第60条、施則第40条、第1項、第4項、規程第9条）
	
	
	
	

	キ　日誌抄録の提出の有無（施則第41条、規程第9条）
	
	
	
	

	ク　無線局申請書の添付書類等の写の整理保管の適否（法第60条、施則第38条、第1項、規程第9条）
	
	
	
	

	⑷　時計

	時計の備付け及び時刻照合の有無
（法第60条）
	
	
	
	

	⑸　災害対策

	ア　予備装置及び予備電源（商用電源障害時においても最低3時間動作する電源（蓄電池を含む）の備付けの有無）
	
	
	
	

	イ　定期通信訓練実施の有無（規程第13条）
	
	
	
	

	ウ　無線設備等の耐震等対策の適否
	
	
	
	




2　無線設備関係

点検（測定）年月日　　年　　月　　日

測定者　　　　　　　　　

	測定器名
	電力計
	

	
	周波数計
	

	
	偏移計
	

	
	その他
	

	局名　（装置ＮＯ）
	
	
	
	

	局種
	
	
	
	

	点検項目
	点検
	点検結果及び適否

	
	年
	月日
	

	装置の型式（名称）
	
	
	
	
	
	

	製造番号
	
	
	
	
	
	

	諸元
	電波型式及び周波数
（ＭＨz）
	
	
	
	
	
	

	
	空中線電力　（Ｗ）
	
	
	
	
	
	

	測定値
	周波数偏差（±Ｈz）
	
	
	
	
	
	

	
	偏移　　　　（ＫＨz）
	
	
	
	
	
	

	
	電源電圧　（Ｖ）
	
	
	
	
	
	

	
	空中線電力　（Ｗ）
	
	
	
	
	
	

	
	スプリアス
（2m3m･Ｎ/2n－1n＋1）
	
	
	
	
	
	

	
	Ｓ/Ｎ　　 （ＦＸ に限る）
	
	
	
	
	
	

	ＴＶＩ、ＦＭＩ
	
	
	
	
	
	

	試験
機能
	予備装置
	
	
	(年2回以上実施のこと)
	

	
	予備電源
	
	
	(　　　　〃　　　　)
	

	総合テスト
	
	
	
	




	備考
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注　1
・法＝電波法　　・施則＝電波法施行規則　　・運則＝電波法運用規則
・規程＝本防災広報無線管理運用規程
2　「点検・年」の○印の点検項目は、固定する局とし、点検結果は「適否又は有無」の欄に○又は×で記載する。
「点検・日」の○印の点検項目は、全無線局とし、点検結果は、無線業務日誌に記載（記載例「日点検」○又は、異状の状況及び措置の状況）する。
3　定期点検のときは、最新の「無線局点検表」の写しを、検査予定の2週間前までに、東北電波管理局、陸上部、私設課長あて提出する。
